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 街路樹は、景観向上、緑陰形成、視線誘導等の機能を有しており、多くの街路でその機能を期

待し植栽されてきたが、近年、大木化、高齢木による様々な課題が全国で顕在化している。 

本検討は、名古屋国道事務所管理の国道 19 号伏見通りの内の 4.7km 区間の街路樹について、

今後の維持管理及び将来の街路樹再生に資するため、課題を整理し、対応を検討、実施した試み

を報告するのである。 

 

キーワード：道路緑化技術基準の改正、街路樹維持管理、シンジュ 

 

 

１. はじめに 

国道 19 号は、愛知県名古屋市から長野市に至る路線

延長 258.9kmの一般国道で、そのうち伏見通りは、起点

の熱田神宮南交差点から金山、大須、伏見、丸の内を経

て名古屋城までを結ぶ 6.7km の区間である。 

今回の検討実施区間は、伏見通りの内、熱田神宮南交

差点から若宮交差点まで延長 4.7kmの区間において実施

したものである。（図-1 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 位置図 

 

道路の街路樹は、良好な道路環境形成のため道路緑化

として推進され、一定のストックが形成されたが、大木

化、高齢木の増加による倒木や落枝など、道路交通機能

への課題が生じたことから、2015 年 3 月の道路緑化技術

基準の改定において、道路交通機能の確保を前提にしつ

つ、緑化機能の発揮、道路空間や地域の価値向上に資す

るよう道路緑化に努めるとの方向性が示された。 

検討区間は、大木化、高齢木が進んでおり、今後の倒

木や落枝などのリスクが高まることから、現状の課題を

整理し、対応を整理、今後の維持管理に資するよう実施

を進めた。 

検討整理にあたっては、今後の日常の維持管理で実施

できる対応、樹木診断とした。 

また、今回の実施は、今後の維持管理の一つの手法と

もなるが、将来の街路樹の景観、街路樹再生と道路空間

の魅力向上への一助となるよう、ひとつの進め方、イメ

ージを作成した。作成にあたっては、地域（名古屋市）

の特性を考慮するため、地域の街路樹診断マニュアル及

び街路樹再生指針、街路樹再生プランを参考にした。 

 

２. 計画地の現状と課題 

(1) 現状 

検討区間には、歩道に植栽後 60 年以上経過している

シンジュ 430 本、中央分離帯に 40 年程度経過したクスノ

キ 340 本が植栽されている。また、街路樹の他に、街路

樹下には低木、地被が植栽されている。（図-2 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 計画道路断面図 



 

 

(2) 街路樹による課題 

大木化・老朽化等の進行に伴い、以下の課題を有して

いる。 

a) 病害虫、腐朽等（シンジュ） 

幹の腐朽、空洞、キノコの発生、程度によっては倒木

する危険を生じる。（写真-1 参照） 

b) 根上り（シンジュ） 

シンジュの大きさに対して植栽桝等が狭小なため、根

によって縁石や歩道を持ち上げて、歩行者がつまずき、

転倒等の危険が生じる。（写真-2 参照） 

c) 実生木の周辺への拡大（シンジュ） 

シンジュの種子の成長は極めて速く、周辺に着床 3 ヶ

月後に高さ 3m 程度に成育する。そのため、周辺の道路

や民地、河川に拡がり、問題となっている。（写真-3 参

照） 

d) 生育不良（クスノキ） 

一部の樹木は、老木化による樹勢の衰退、狭い中央分

離帯のため、植栽基盤の不良による樹勢衰退等により、

生育不良が景観上課題となっている。（写真-4 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 課題への対応 

(1) 病害虫、腐朽等（シンジュ） 

一般的に成長の遅い樹木は、年輪が緻密で総じて幹材

は堅牢な傾向がある。一方生長が速いシンジュは、年輪

間隔が荒く幹材はあまり堅牢でないため、幹部の腐朽等

に対して弱い樹木である。そのため、図-3 に示す街路樹

診断フローに基づいた段階的な健全度診断を行い、不良

と判断したものは、道路利用者の安全を最優先して伐採

撤去する。 

 

(2) 根上り（シンジュ） 

根上り対策が可能な場合は、改修を行うが、そうでな

い場合は、根茎の切断や伐採・撤去を検討する。 

(3) 稚樹（実生木）の拡大（シンジュ） 

シンジュは、除去のために幼木の根元から切断を行っ

た場合、逆に活性化し、さらに大きな株立ちとなる特性

を有する。そのため、公道敷地内のものは、速やかに伐

採、伐根、撤去が必要となる。また、稚樹となる種子を

周辺に拡散する雌木の伐採、撤去を検討する。 

 

(4) 生育不良（クスノキ） 

段階的な健全度診断を行って、良好、不良を把握して

おき、保全を前提として、樹勢回復のための生育基盤改

良を検討する。 

 

４. 危険木の診断 

(1) 検討フロー 

街路樹は本数も多く、長い年月を経れば全ての樹木が

事故を起こす可能性を有しているが、全ての樹木に対し

て専門家による専門的な診断を行うには限界がある上、

様々な樹種を同一の基準で判断することもできない。 

そのため、日常的に実施できる簡易な手法や危険度簡

易診断等の特定の目的に限定した手法を使い分ける必要

がある。（図-3 参照） 

手法（診断）は、一次簡易診断し、要再診断となった

場合、二次危険度簡易診断を行い、専門家の診断が必要

な場合、樹木医による詳細診断A を行い伐採撤去の判断

をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図-3 街路樹診断フロー1) 

 

 

写真-3 実生木の拡大 

写真-1 腐朽 写真-2 根上り 

写真-4 生育不良 



 

簡易診断（一次・二次）は、それぞれの診断レベルに

合わせた診断シートに記入する。（表-1～2 参照） 

 

表-1 <一次>簡易診断シート1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-2 <二次>危険度簡易診断シート1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一次、二次の診断の結果、専門家の診断が必要となっ

た樹木に対しては、樹木医に相談を行い、現地で樹木医

が「健全」「安全」「要注意」「危険」の 4 タイプの診断を

行う。なお、単独の名木、古木等に対する治療・保護を

必要とする場合は、別途必要な詳細診断を行う。 

 

(2) 検討結果（シンジュ） 

＜二次＞危険度簡易診断（2016 年 5～6 月）で、樹木

医による詳細診断Ａが必要と判定された 23 本について

詳細診断（2016 年 7 月）を実施した結果、危険木「3 本」、

要注意木「11 本」、安全「8 本」、健全「1 本」の判定結

果となった。（図-4 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 シンジュの危険木診断結果 

 

尚、中央分離帯のクスノキについては、熱田神宮南交

差点から金山新橋南交差点の 2.5km区間についてのみ＜

一次＞簡易診断を行い、ほぼ健全であった。また、要再

診断となった 5 本について＜二次＞危険度簡易診断を実

施した結果、ほぼ健全であった。 

 

(3) 倒木の危険回避 

倒木の危険性のある 3 本については、8 月までに全て

幹部の伐採を実施。根系が概ね数年で腐朽するように薬

詳細診断Ａ

簡易診断

危険度簡易診断

要再診断

<二次>

<一次>
街
路
樹
管
理

ほぼ健全

ほぼ健全

<樹木医>

専門家の診断が必要

伐採･撤去

伐採

危険

再診断

(３年程度後)

要注意

危険木等

の発見 425本

安全

50本

23本

11本

3本

・危険木：1本

・再生の見込み無し：2本

375本

27本0本

8本

健全 1本

・「健全」：樹木医による診断を必要とせず、健全と判断できるもの。 

・「安全」：5 年以上放置可能と見込まれるもの。 

・「要注意」：3 年程度後に職員等にて今回の診断カルテと比較し、良化

あるいは悪化の程度を確認する必要があるもの。（なお、

悪化している場合は、樹木医の診断が望ましい） 

・「危険」：早期の伐採が必要、または、緊急性はないが再生の見込み

がなく、いずれ倒木の危険があるため、伐採することが適当

なもの。 



 

剤の注入を行った。（図-5 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 危険木除去の順序 

 

５. 今後の管理 

道路交通機能を確保しつつ、緑化機能の発揮、道路空

間や地域の魅力、価値向上を維持しつつ、全体的なコス

ト抑制を図る管理について、引き続き検討が必要である。 

 

(1) 巡回点検 

a）道路巡回や道路利用者からの異常情報による道路交通

への支障や危険防止のため、通常巡回では、落枝、枯

損樹木、樹木による標識の視認性悪化の確認を行う。 

b）歩道樹木を落葉樹で再生した場合、落葉処理省力化の

ため、剪定時期については留意する。また、未更新の

シンジュは倒木の主原因となるキノコの発生、根の枯

損等の倒伏に繋がる状況でないか確認を行う。 

c）異常気象時や災害発生時等の異常時巡回では、樹木の

被災状況及び道路交通等への影響確認を行う。 

d）剪定時に、中央分離帯のクスノキの生育不良や異常な

兆候が確認された樹木は、3 年毎に樹木医による詳細

診断A を行い、樹木の健全度を確認、対策の必要性及

び緊急性の判断を行い、危険木判定の場合、伐採する。 

 

(2) 美観の維持 

沿道住民等との協働や継続的な管理体制を構築する。 

 

(3) 樹木の更新 

危険木及び生育不良樹木の更新をする。 

６. 将来の街路樹景観の形成に向けて 

今後の進め方、将来の方向性や計画案は、決まってい

ないが、日々の維持管理が、将来の道路空間、街路樹の

形成へとつながることから、今回の実施が、将来の街路

樹の景観形成検討への一助となるよう、ひとつの進め方

及び景観イメージを作成した。 

 

(1) ひとつの進め方（イメージ） 

地域にふさわしい樹種の選定や生育環境の確保など

将来にむけた取り組みメニューを示し、地域と協議・調

整しながら進める。（図-6 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 ひとつの進め方（イメージ） 

 

(2) 景観の方向性（イメージ） 

・安全性確保、地域の魅力向上、維持管理費の縮減 

a) 方向性（イメージ） 

・樹木診断と不健全樹木の保全、危険木の更新検討。 

・樹種は大木化しない樹木も検討、剪定回数や剪定作

業の低減検討。 

・街路の緑の骨格を築く中央分離帯のクスノキ保全な

どに努め、景観価値維持、向上の検討。 

・生育不良のクスノキは基盤改良等を施し、生育環境

を改善することで管理コストの縮減の検討。 

 

(3) 樹種 

a) 歩道の樹木 

現状街路樹の大木化等に伴い、将来にわたって継続的

な維持管理費の抑制等が求められるため、大きくならな

い樹種や剪定頻度が少ない樹種等に更新することで維持

管理費の抑制が考えられる。 

また、道路利用状況（自転車通行や交通安全対策等）

危険⽊撤去の順序 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現時点



 

や地域状況（開発や少子高齢化等）の変化により、これ

までの緑化機能が必要ないと考えられる場合には、再植

栽は行わないことも考えられる。（図-7 参照） 

一方、地域のニーズが高いピンポイントの場所があれ

ば地域協力も含めた植栽が効果的な場合もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 歩道樹木 ひとつのイメージ 

 

b) 中央分離帯の樹木 

樹形崩壊により景観価値が低下している場合、原因が

強剪定であれば、樹形再生を目的に整姿剪定、植栽基盤

の整備不良は、樹勢回復を目的に生育基盤改良を検討。 

但し、著しい樹勢衰えや樹形崩壊して剪定や植栽基盤

整備・改良で回復期待できない場合、同種の再植栽が効

果的となる。（図-8 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 中分樹木 ひとつのイメージ 

c) 歩道の低木及び中分低木 

見通し確保による交通安全性向上、低木剪定管理コス

ト縮減などから歩道樹木の更新と併せて、場所によって

は、現状の低木植栽を地被のみへの更新を検討すること

も効果的である。（図-9 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9  低木 ひとつのイメージ 

 

d) 維持管理コストの低減を図った樹種（案） 

シンジュの旺盛な樹勢、大木化による維持管理コスト

増加が現状で問題となっている。また、沿道や中央分離

帯の低木に関しても道路走行時における視距の確保が必

要となるため、年 1 回の剪定を行っている。 

そのため、更新の際は、地域と対話し、安全で道路空

間及び地域の魅力向上も考慮した樹種の検討が望ましい。

また、低木は、維持管理コストの抑制が図れる地被類へ

の検討が望ましい。（図-10，表-3 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10  維持管理コスト低減を図れる樹種2) 

 

【中分樹⽊の保全計画】（景観価値向上に対応したクスノキの保全） 

再植栽による保全  

・著しい生育不良で、今後において健全な 

生育が見込めないものは、撤去と更新を行う。 

 

植栽基盤整備・改良による保全  

・当該街路樹に適した土壌環境や生育空間が確保されていないために、生育不良となって
いるものは、植栽基盤の改良及び拡張を行う。 

剪定による保全  

・樹木間隔や剪定頻度が適切でないために、枝葉が密生して枝枯れや生育不良となってい
るものは、樹形再生を目的に樹形を整えて剪定を行う。 

 

 

 

 

 

地下鉄大須観音駅 

2 番出入口付近の 

クスノキ 

【樹⽊の選定⽅針と樹種】 
・大木化しない樹種、樹形が広がらない樹種。（維持管理コストの低減） 
・種子の飛散により旺盛に繁殖しない樹種。（雌雄異株、特に雌株は採用しない） 
・できれば郷土種が望ましい。（外来種は採用しない） 
・季節感が感じられる樹種。（季節により花や葉の彩りを備えるもの） 

【歩道樹⽊の異種による更新計画】（シンジュから低管理型樹⽊へ） 

早期更新  

・樹木調査において現状で問題のある危険木の撤去と異種による更新を行う。 

中期更新  

・沿道隣地への繁殖に影響のあるシンジュ雌木の撤去と異種による更新を行う。 

長期更新  

・定期的な樹木調査（3年～5年）において、問題が確認された樹木の撤去と異種による
更新を行う。 

【歩道の低⽊及び中分低⽊の更新計画】（低⽊から地被類へ） 

 初期更新  

・現状の歩道部植栽帯にある低中木を撤去し、剪定が不要な地被類へと更新を行う。 
（地被類はヒペリカム以外の樹種） 

・熱田神宮区間の植栽帯では、中木+コグマザサ（地被類）が植栽されており、中木を撤去
した後は、コグマザサにて更新を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 中期更新  

・現状の歩道部植栽帯にあるヒペリカムを撤去し、剪定が不要な異種の地被類へと更新を
行う。（ヒペリカム等は、枝が直立して出る徒長枝が多い。徒長枝は花芽を付けず、形
を乱すことから剪定が必要） 

 

 

 

 

 

 

 

 長期更新  

・現状の中央分離帯にあるツツジ類を撤去し、剪定が不要な地被類へと更新を行う。 

熱田神宮区間のコグマザサ 



 

表-3 樹形がコンパクトな新樹種及び新品種の例 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 将来のイメージ検討に向けて 

 

a) 熱田神宮区間（熱田神宮南～熱田神宮西）のひとつ

のイメージ（案） 

歩道樹木：イロハモミジ（落葉中木） 

樹形が大きくならず、紅葉が美しい。熱田神宮から伺

える「和」の空間に調和する。 

歩道地被：コグマザサ（常緑） 

既存のコグマザサは「和」の空間に調和している。ま

た剪定が不要なため、維持コスト抑制が図れる。 

中分樹木：クスノキ（常緑高木） 

既存のクスノキを保全。 

中分地被：コグマザサ（常緑） 

歩道のコグマザサと同調させ、熱田神宮区間の「和」

の雰囲気を強調できる。（図-11 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11  ひとつの景観イメージ 

b) 金山区間（神宮西～若宮南）のひとつのイメージ（案） 

歩道樹木：ヤマボウシ（落葉中木） 

大木化しない在来種の花木である。秋には紅葉し、熱

田神宮区間を通じて一体的な彩りを備える。 

歩道地被：フイリヤブラン（常緑） 

既存のフイリヤブランは秋季に花が咲く地被類であ

る。緑の少なくなる頃に彩りを備え、かつ、剪定が不要

なため、維持コストの抑制が図れる。 

中分樹木：クスノキ（常緑高木） 

既存のクスノキを保全。 

中分地被：フイリヤブラン（常緑） 

歩道のフイリヤブランと同調させ、統一感のある道路

植栽景観となる。（図-12 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-12  ひとつの景観イメージ 

 

７. おわりに 

今回の実施結果を今後の現場維持管理に活かし、将来、

地域行政と調整を図り街路樹再生計画(案)を作成し、住

民アンケートの実施、地域ワークショップで思いやニー

ズ、維持管理の協働等を検討、熟度を高め、将来の道路

利用と地域に必要とされる魅力ある道路空間、地域の魅

力向上に資する街路樹再生を進めていきたい。 
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